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ここでは、各項目のなかでも特に重要な内容について、詳細な分析結果を紹

介する。

［１］ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

［２］ 三重県における宅建業者の状況・・・・・・・・・・・・・・５１

［３］ 明らかになった土地差別（部落差別）の実態・・・・・・・・５２

［４］ 宅建業者の部落差別についての認識・・・・・・・・・・・・５６

［５］ 宅建業者の部落差別認識と学習効果・・・・・・・・・・・・６２

［６］ 外国人・障がい者・高齢者・母子父子家庭の市民に対する

入居に関する実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

［７］ 問われているもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８
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（５）同和地区に関する質問を受けた場合の認識 

問 19 取引物件が同和地区のものであるかどうかの質問を受けた場合、あなたはどのように

受けとめますか。 

１．物件と同和地区との関係について顧客からさまざまな問い合わせがある現実については

問 11 の回答結果（図３）で見たとおりである。ではこうした顧客からの質問に対して、

宅建業者としてはどのように対応しなければならないと思うのかを質問した問 19 の結

果が図 15 である。 

２．「（１）同和地区の物件であろうとなかろうと、お客さんの質問にはありのままに伝えな

ければならないと思う」という回答例に対して、「そう思う」と「やや思う」の合計は

84.0％に及んでいる。「（２）同和地区の物件である場合は、その事実を伝えないで後で

トラブルになったら大変だと思う」における合計も 69.1％と高い。「（３）同和地区の物

件である場合は、売却時に不利になるから、お客さんに伝えなければならないと思う」

と言う意見を肯定している宅建業者が 47.5％いることも同様の傾向といえる。顧客の要

望にこたえることが最優先で、それが部落差別につながるものかどうかについては後ま

わしにされている。 

 ３．しかも、「（７）お客さんが同和地区を尋ねているのであって、答えた担当者は差別した

ことにならないと思う」としている宅建業者が「そう思う」と「やや思う」をあわせて

65.8％もいる。これは「（４）同和地区かどうかは、どんな場合であっても教えてはいけ

ないことだと思う」という回答例に対して、「あまり思わない」と「思わない」の合計が

69.7％にも達していることと表裏一体のものであると言えよう。差別行為の認識もなく、

顧客サービスの一環として同和地区情報が提供されているようすが見えてくる。 

 ４．また「（６）同和地区の物件でない場合は、その事実を伝えても差別にならないと思う」

という回答例に対して「そう思う」と「やや思う」の合計が 42.2％あった。「調べるこ

と」「教えること」自体が差別であり、その結果の如何によって差別かどうかがきまるの

ではないという基本的なことが理解されていない。 

５．こうした厳しい状況がある一方では、「（５）お客さんに、同和地区かどうかを気にする

ことは誤りだと、言いたいと思う」という意見について、「そう思う」と「やや思う」の

合計は 52.2％に達している。顧客の要望に対応することと、本当は、そのようなことを

気にするのは間違いであると言いたいという思いとの間で葛藤が生じていることがうか

がい知れる。 
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 ４．以上の結果から、「差別かどうか一概に言えない」と回答した宅建業者の部落差別に関す

る認識の実体は、「取引物件が同和地区であるかどうかを教えること」は「差別とは関係

ない」というグループとほぼ同じであると受け止めてもよいことを教えている。こうし

た分析結果に立つとき、宅建業者の部落差別に関する認識は、先に示された数値以上に

厳しいものであるといえよう。 

 

表１ 「差別かどうか一概に言えない」の実体 

 

 
同和地区の物件であろうがなかろ
うと、お客さんの質問にはありのま
まに伝えなければならない 

同和地区かどうかは、どんな場合
であっても教えてはいけないこと
だと思う 

そう思うの

グループ 

思わないの

グループ 
不明・無回答 

そう思うの

グループ 

思わないの

グループ 
不明・無回答 

取引物件
が同和地
区である
かどうか
を教える
ことにつ
いて 

差別につ
ながると
思う 

71.4% 26.8% 1.8% 49.5% 47.3% 3.2% 

差別とは
関係ない
と思う 

89.2% 6.9% 3.8% 16.2% 79.2% 4.6% 

差別かどう

か一概には

いえない 

89.2% 8.5% 2.3% 19.1% 78.0% 3.0% 

 

 

（７）小括 

 １．宅建業者の部落差別についての認識は不十分と言わざるを得ない。「同和地区かどうかを

問い合わせること」「同和地区であるという理由で取引が不調になること」「取引物件が

同和地区であるかどうかを教えること」といった明らかな差別行為に対して、「差別につ

ながると思う」と回答できているのはいずれも 3 割前後にすぎない。その際、多くが「一

概に言えない」との回答を寄せているが、これも「（６）差別かどうか一概に言えないの

正体」で検証したとおり、その実体は「差別とは関係ない」という認識のグループであ

ると判断できる。何が差別行為であるのかという、同和問題の基本認識そのものが問わ

れている。 

 ２．さらには、こうした差別行為を宅地建物取引業法などの「重要事項説明義務」等との関

わりで誤解しているケースもある。 

 ３．また、お客さんから「取引物件が同和地区かどうか」の質問を受けた場合、「顧客の要望

重視」や「質問した顧客の責任」に問題をすり替え、差別行為の荷担に対するいいわけ

にしている状況が示された。「同和地区の物件でない場合は、その事実を伝えても差別に

ならないと思う」との誤解も高い割合を示している。 

 ４．「同和地区かどうかは、どんな場合であっても教えてはいけないことだと思う」は 26.7%、

「お客さんに、同和地区かどうかを気にするのは誤りだと、言いたいと思う」は 52.2%

の回答があったが、問い合わせに答えることに肯定的な回答と比べるとまだまだ低い。

宅建業者の認識改善が求められている。 
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［５］宅建業者の部落差別認識と学習効果 

 １．では、こうした宅建業者の部落差別認識に、これまでの教育や研修はどのような影響を

与えているのであろうか。それを見るために、問 16 の「取引物件が同和地区であるか

どうかを教えることについて」の認識と、問 7「過去に学校その他で人権問題に関する

教育を受けた経験」および問 8「過去 5 年間に同和問題やその他の人権問題に関する研

修会や講演会などへの参加経験」とのクロス集計をとった。その結果が表 2 である。 

２．これによると、「勤めて（就任して）から教育（授業、講義）を受けたことがある」場合

や、「同和問題に関するものに参加した」、「同和問題に係わるものも、それ以外の人権問

題に関するものも参加した」と回答した宅建業者にあっては、取引物件が同和地区かど

うかを教えることを「差別につながると思う」と指摘できている割合が 30％以上とやや

高い。もちろんこれとて十分な水準ではないが、相対的に一定の研修効果を見ることが

できよう。 

３．宅建業に関わってからの社内外での人権研修は、学校教育での経験に比べて一層業務内

容に関わるリアリティの高いものであったのではないだろうか。宅建業界の実情に即し

た研修の推進が求められている。 

 

表２ 学習経験別に見た部落差別認識 
  取引が同和地区であるかどうかを教えることについて 

差別につな
がると思う 

差別とは関
係ない 

一概には言
えない 

無回答 

全体 26.5% 15.7% 56.9% 1.0% 

過去に学
校その他
で人権問
題に関す
る教育を
受けた経
験（複数
回答可） 

学校で人権問題に関する教育を受けたことがある 28.7% 13.3% 57.1% 0.9% 

勤めてから教育を受けたことがある 35.1% 10.9% 53.0% 1.0% 

教育は受けていないが本や冊子を読んだことがある 24.1% 16.2% 57.5% 2.2% 

教育は受けていないし本なども読んだことがない 23.2% 19.6% 55.8% 1.4% 

過去５年
間に同和
問題やそ
の他の人
権問題の
研修会や
講演会な
どへの参
加 

同和問題に関するものに参加した 32.2% 19.0% 47.9% 0.8% 

同和問題以外の人権問題に関するものに参加した 25.6% 16.3% 58.1% 0.0% 

同和問題に係るものも、それ以外の人権問題に関す
るものも参加した 

33.3% 5.9% 60.8% 0.0% 

参加したことはない 24.4% 16.7% 57.6% 1.3% 

 

［６］外国人・障がい者・高齢者・母子父子家庭の市民に対する入居に関する実態 

（１）外国人の賃貸住宅にかかる入居に関して 

１．外国人に対する入居差別は深刻な現実が見てとれる。図 16 は、「賃貸住宅の媒介に際し

て、家主から外国人については断るように言われたことはありますか」（問 21）の結果

である。実に 58.6％の宅建業者がそのような経験があるとしている。 

２．図 17 は、「現在取り扱っている賃貸物件で、家主が外国人の入居を拒否する割合はどれ

くらいですか」（問 22）と尋ねた結果である。「ない」は 37.1％にすぎず、「１～２割」

が 25.6％、「３～５割」が 15.4％、「６～９割」が 14.1％と実に多くの物件が外国人お

断りの物件として流通している。中には「全部」という宅建業者も 3.3％あった。 
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図 26 母子家庭・父子家庭拒否の指示に対する宅建業差の対応（複数回答可） 

73.1%

46.2%

11.5%

19.2%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

家主と話し合い、入居できることがあった

家主と話し合っても、入居できないことが

あった

家主と特に話し合いなどの交渉はしな

かった

当初の希望とは別のところへ入居するこ

ととなった

その他

無回答

 

 

（５）入居拒否に対する宅建業者の認識 

１．外国人や障がい者、高齢者や母子家庭・父子家庭に対する家主の入居拒否という態度に

ついて、それを差別であると認識しているのかどうかを尋ねた（問 21-2、問 26-2、問

29-2、問 32-2）結果が図 27 である。 

２．外国人の入居拒否を差別であると認識できているのは 21.9％、障がい者に対する場合は

15.9％、高齢者に対する場合は 12.7％、母子家庭や父子家庭に対する場合は 42.3％であ

った。家主の差別的態度も問題であるが、それを差別であると認識できていない宅建業

者の状況もまた問題である。 

 

図 27  入居拒否に対する宅建業者の認識 

21.9%

15.9%

12.7%

42.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

外国人だという理由で断ることは差別だと

思う

障がい者という理由で断ることは差別だと

思う

高齢者という理由で断ることは差別だと思

う

母子家庭や父子家庭という理由で断るこ

とは差別だと思う

 

 

（６）小括 

１．衣食住は人間が人間らしい生活を営む上での基本中の基本となる要素である。その住宅

問題において、外国人、障がい者、高齢者、母子家庭や父子家庭の賃貸住宅にかかる入

居拒否という差別が現存している。 

２．しかもこれを差別であると気づいていない宅建業者の実態が浮き彫りになっている。そ
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の結果、こうした家主の差別に対して翻意を促す取り組みがなされ、取組が実ったケー

スは、最も高い割合を示している母子家庭・父子家庭に対する場合でも 73.1％であり、

外国人に対する場合では 45.2％であった。 

３．なお調査では、外国人、障がい者、高齢者、母子家庭や父子家庭に対して①家主が入居

を拒否した理由や、②入居に際して条件を付けた内容、および③宅建業者としてこれら

対象者の入居を促進するのに有効と思われる取組について質問している。これらの回答

結果についての紹介は集計編にゆずる。 

 

 

［７］問われているもの 

（１）土地差別・入居差別の現実に関する共通認識の形成 

不動産売買における部落差別や外国人、障がい者、高齢者、母子家庭や父子家庭に対する入

居差別は厳しい実態を呈している。その現実が調査を通じて今回明らかにされた。まずは、行

政関係者や宅建業関係者がこの現実を直視し、差別の現実に関する認識を共有することが求め

られる。 

 

（２）土地差別・入居差別の現実に関する基本方針の確立 

土地差別・入居差別の問題は、従来の同和行政や人権行政、宅建行政の課題としては取り組

みが不十分であったといえよう。この際、これら課題に対する行政および宅建業界における基

本方針の策定、確立が求められている。 

 

（３）宅建業者に対する啓発活動の抜本的充実 

 宅建業者における土地差別・入居差別の問題に対する認識に大きな課題が存在していること

が明らかになった。従来の企業啓発行政のエアポケットとなっていた状況を踏まえ、県は宅建

業界とも協力してこれら関係者に対する啓発活動を充実させることが求められている。その際、

本調査結果が活用されることを期待したい。 

 

（４）土地差別・入居差別撤廃への県民啓発の強化 

 土地差別・入居差別のある意味での主人公はエンドユーザーである県民である。行政や宅建

業者だけの取り組みではこの問題は解決しない。県民に対する啓発活動の強力な推進が求めら

れる。あわせて、家主に焦点を当てた取組の展開が期待される。 

 

（５）家主の心配への対応 

ところで家主があげている入居拒否の理由を一つひとつ眺めていけば、高齢者や障がい者、

外国人や母子家庭・父子家庭に対する根強い偏見が浮かび上がってくる。 

 入居拒否が差別であることを徹底する啓発活動が前提であるが、一方で家主の心配やこれに

対処するための社会的な制度や支援策を一つひとつ具体化していく努力も求められる。拒否理

由として取り上げられた家主の心配は、何もこれら対象者に限ったことではあるまい。家主の

一つひとつの心配に、官民が知恵を出し合い有効な方策を創り出していくことが入居差別の解

消にもつながっていく。そして様々な対応策が既に広く用意されているのである。 
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（６）土地差別・入居差別問題に関する相談窓口の設置と周知 

 多くの県民が土地差別・入居差別を受けている。しかしこうした人権侵害がしかるべき機関

に申し出られることはほとんどなかったといえよう。差別を受けた県民が泣き寝入りさせられ

ることのないためにも、こうした問題に関する相談窓口を設置するとともに、県民に広く周知

することが求められる。その際、外国人や障がい者などが申し出ることのできる条件整備も忘

れてはならない。 

 

（７）法的措置等の検討 

 土地差別・入居差別の撤廃に当たって、こうした差別行為を禁ずる法的措置の必要性が叫ば

れている。大阪府では「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の改正が行

われ、土地差別行為に関する一定の法的規制が 2011 年 10 月より導入された。また、宅地建物

取引業法に基づく「監督処分基準」において土地差別行為が行政指導の対象とされることとな

った。 

 国において「差別禁止法」が制定され、その規制対象に土地差別や入居差別問題が位置づけ

られるのが至当であるが、地方自治体においても独自に一定の法的措置の形成を検討すること

も必要ではないだろうか。 
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